
 金沢学院大学学生規則

（趣旨） 

第１条 この規則は、金沢学院大学（以下「本学」という。）の学生が学生としての本分を守り、修学・課外活動等の

学生生活を通して人格形成の進展を図るとともに、本学からの支援を享受するために遵守すべき必要な事項につい

て定めるものとする。 

（誓約書） 

第２条 本学に入学（再入学、編入学及び転入学を含む。）する者は、所定の期日までに、保証人連署の誓約書を学長

に提出しなければならない。 

２ 学生は、保証人に異動が生じた場合は、速やかに、学長に届け出なければならない。 

（学生証） 

第３条 学生は、入学時に学生証の交付を受けて常時携帯し、本学の教職員から請求があったときには提示しなけれ

ばならない。 

２ 学長は、学生が学生証を携帯しないときには、本学の講義室、学生自習室、図書館等の利用を許可しないことが

ある。 

３ 学生は、学生証を紛失又は汚損したときには、直ちに学生証再交付願を学長に提出し、再交付を受けなければな

らない。 

４ 学生は、本学の学籍を離れたときには、直ちに学生証を学長に返却しなければならない。 

（変更届） 

第４条 学生は、入学時に登録情報確認書を学長に提出しなければならない。 

２ 学生は、住所変更、改姓その他一身上に異動があったときには、その都度、速やかに変更届を学長に提出しなけ

ればならない。 

（健康保持） 

第５条 学生は、本学が実施する定期及び臨時の健康診断並びに感染症の予防対策を受けなければならない。 

２ 学生は、健康診断の結果、必要に応じて本学が行う健康上の指示に従わなければならない。 

（休学） 

第６条 疾病その他やむを得ない事由により、3 ヵ月以上修学することができない学生は、学長の許可を得て休学す

ることができる。ただし、疾病の場合は医師の診断書、その他の場合は詳細な事由書を添えるものとする。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる学生について、学長は休学を命ずることができる。 

３ 休学期間中の学納金は免除する。 

（休学期間） 

第７条 休学の期間は１年を超えることができない。 ただし、特別の理由がある場合は、引き続き更に 1 年延長する

ことができる。 

２ 休学の期間は、通算して 4年を超えてはならないものとする。 

３ 休学期間は、金沢学院大学学則（以下「学則」という。）第 3条の在学期間に算入しない。 

（復学） 

第８条 休学している学生が復学する場合は、復学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 学長は、学生から復学願が提出された場合には、 当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴取したうえで、こ

れを許可することができる。 

（転学部・転学科） 

第９条 他の学部又は同一学部の他学科に転ずることを願い出た学生は、転学部願、転学科・転専攻願を学長に提出

し、その許可を受けなければならない。 

２ 学長は、学生から転学部願、転学科・転専攻願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見

を聴取したうえで、これを許可することができる。 

（他の大学への転学等） 

第 10条 他の大学への入学又は転入学をしようとする学生は、あらかじめ他大学受験許可願を学長に提出し、その許

可を受けなければならない。 

（留学） 

第 11 条 外国の大学（短期大学を含む。）に留学しようとする学生は、留学願を学長に提出し、その許可を受けなけ

ればならない。 

２ 学長は、学生から留学許可願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴取して、これ
を許可する。 



３ 第 1 項の規定により許可を受けて留学した期間は、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴取して、学則第

3条に規定する修業年限に算入することができる。 

（退学） 

第 12条 本学を退学しようとする学生は、退学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 学長は、学生から退学願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴取して、これを許

可する。 

３ 学長は、学生が学業不振で成業の見込みがないと認められたときには、当該学生の所属する学部の教授会の意見

を聴取して、退学を命ずることができる。 

（除籍） 

第 13 条 学長は、次の各号の一に該当する学生があるときは、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴取して、

除籍することができる。 

⑴ 学則第 3条第 2項に規定する在学期間を超えた学生 

⑵ 学則 15条第 1項及び第 2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない学生 

⑶ 授業料の納付を怠り、督促してもなお納入しない学生 

⑷ 長期間にわたり行方不明の学生 

（学生団体の設立等） 

第 14 条 学生は、本学において、本学の学生を構成員とする団体（以下「団体」という。）を設立しようとするとき

には、本学の教授、准教授、講師、助教等のうちから１名以上の顧問教員（部長・顧問）を定め、かつ、当該団体

の代表責任者（以下「代表責任者」という。）は、学生団体設立願いに会則又は規約等を添えて学長に提出し、その

承認を受けなければならない。 

２ 代表責任者は、設立願いの事項に変更が生じたときには、その都度、速やかに学長に届け出なければならない。 

（団体の継続） 

第 15条 代表責任者は、前条により届け出て承認を受けた団体を継続しようとするときには、毎年 4月末日までに学

生団体継続届を学長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 前項の期日までに学生団体継続届の提出がない場合は、当該団体は解散したものとみなす。 

（団体の解散） 

第 16 条 代表責任者は、第 14 条に定める団体を解散するときには、学長に学生団体解散届を提出しなければならな

い。 

（団体の解散命令） 

第 17条 学長は、団体の行為がその目的に著しく反すると認めるときには、団体の代表責任者に当該団体の解散を命

ずることができる。 

（外部団体への加入等） 

第 18条 代表責任者は、団体が外部団体に加入しようとするときには、外部団体加入届に、当該外部団体の会則又は

規約及び役員名簿等を添えて学長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 学長は、外部団体の行為が本学の目的に著しく反すると認められるときには、当該団体からの脱退を命ずること

ができる。 

（集会及び催物等） 

第 19条 学生又は団体は、本学において、特定の宗教団体及び特定の政治団体の主張の普及・助長を図る活動をして

はならない。 

２ 学生又は団体が、本学において集会、催物その他行事（以下「集会等」という。）を行うときは、集会等を主催す

る学生又は代表責任者は、開催日の 7日前までに集会等届を学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

３ 当該集会等に学外者及び学外団体等が参加する場合は、その学外者の氏名及び学外団体の名称を明記するものと

する。 

４ 学長は、集会等の主催者又は参加者が諸規則に違反した行為を行ったとき、集会等の中止又は解散を命ずること

ができる。 

（印刷物の配布） 

第 20 条 学生又は団体が、本学において雑誌、新聞、パンフレットその他の印刷物（以下「印刷物」という。）を配

布しようとするときは、学生又は代表責任者は、あらかじめ当該印刷物 1 部を学長に提出し、その許可を受けなけ

ればならない。 

（募金又は印刷物の販売） 

第 21条 学生又は団体が、本学において募金又は印刷物を販売しようとするときは、学生又は代表責任者は、あらか

じめ募金・印刷物販売届に当該印刷物 1部を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

 



２ 学生又は代表責任者は、募金又は印刷物の販売にあたっては、前項の届出の際に収益の使途を明示し、事後速や

かに、その収支報告書を学長に提出しなければならない。 

（掲示物） 

第 22 条 学生又は代表責任者は、本学において印刷物、ポスター及び看板等（以下「掲示物」という。）を掲示しよ

うとするときには、あらかじめ掲示物を学長に提出し許可を受けなければならない。 

２ 学生又は代表責任者は、前項の規定による掲示物を学長の指定する場所に掲示し、掲示期限が経過した時は、当

該掲示物を速やかに撤去する。 

（本学外における集会、印刷物の発行等及び掲示）  

第 23条 学生又は代表責任者は、本学外において、大学名又は団体名を使用して実施する集会、催物その他行事及び

印刷物の発行、配布、販売並びに掲示物の掲示をしようとするときには、第 19 条、第 20 条、第 21 条及び第 22 条

第 1項の規定を準用する。 

（印刷物及び掲示物の内容等） 

第 24条 印刷物及び掲示物（以下「印刷物等」という。） については、発行者が団体であるときは当該団体名を、個

人であるときは、その学生の氏名を明記するものとする。 

２ 印刷物等の内容又は形状は、次の各号の一に該当するものであってはならない。 

⑴ 特定の個人、団体を誹謗し又はその名誉を傷つけるもの 

⑵ 虚偽の事項を記載したもの 

⑶ 表現、形状、大きさ等が公序良俗に反するもの 

３ 学長は、印刷物等が次の各号の一に該当するときは、学生又は代表責任者に当該印刷物等の発行、配布及び販売

の許可の取消を命じ又は中止及び撤去することができる。また、学長は、許可の取消又は中止及び撤去により学生

又は団体が損害を受けることになっても、その責を負わないものとする。 

⑴ 届け出た印刷物等と相違するもの 

⑵ 団体名又は責任者名の無いもの 

⑶ 許可期限を経過したもの 

⑷ その他、学長が適当でないと認めたもの 

（騒音の規制） 

第 25 条 学生又は団体が本学において拡声器その他音響設備を使用する必要のあるときは、学生又は代表責任者は、

使用日の 7日前までに集会等届を学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

（施設、設備の使用） 

第 26条 学生又は団体は、本学の施設又は設備を使用するときは、学生又は代表責任者は、あらかじめその施設が定

める申請方法により、その許可を受けなければならない。 

２ 学生又は団体は、本学の施設又は設備の使用にあたっては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 使用の許可を受けた施設、期間及び時間を厳守すること 

⑵ 使用の許可を受けた施設周辺の静穏な秩序を乱さないこと 

⑶ 学外者及び学外団体が参加する場合は明記すること 

⑷ その他施設又は設備等の管理上の指示に従うこと 

３ 学長は、次の各号の一に該当するときは、本学の施設又は設備の使用を許可しない。 

⑴ 教育研究環境を保持できない恐れがあるもの 

⑵ 違法又は不当な行為を行うもの 

⑶ 前項の規定に反する場合、その他学長が適当でないと認めたもの 

４ 学長は、次の各号の一に該当するときは、必要な是正措置を命じ又は使用の許可を取り消すことができる。また、

学長は、使用許可の取消により使用者が損害を受けることになっても、その責を負わない。 

⑴ 使用許可の条件に違反したとき 

⑵ 使用許可願に虚偽の記載があったとき 

⑶ 本学において、当該施設又は設備を使用する必要が生じたとき 

５ 学生又は団体は、本学の施設又は設備を故意又は重大な過失により滅失、毀損又は汚損したときは、その原状回

復に必要な経費を弁償しなければならない。 

（合宿届） 

第 27条 学生又は団体が学外施設等において合宿をする場合は、学生又は代表責任者は、合宿の 7日前までに、合宿

届を学長に提出しなければならない。 

（登山・野外・海外旅行届） 

第 28条 学生又は団体が登山・野外・海外旅行をする場合は、学生又は代表責任者は、出発の 14日前までに、登山・

野外旅行届又は海外旅行届を学長に提出しなければならない。 



（自動車通学） 

第 29条 学長の許可の下、学生は自動車による通学（以下「車両通学」という。）ができる。 

（雑則） 

第 30条 この規則に定めるもののほか、学生生活に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附  則  

この規則は、平成 28年 10月１日から施行する。 

 

附  則  

この規則は、平成 29年 4月１日から施行する。 

 

 

 


